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「就労機会の創出」に関する意見のまとめ（案） 

 

 

１．行政サービスを通じた就労機会の創出について 

 

（１）今回の検討に当たっての視点 

 

（行革審としての役割） 

・ 市全体の高齢者の就労促進については、別組織である「高齢者の就労促進に向けた

検討会議」で検討している。行革審では、行政サービスを中心に議論を行い、こうい

う視点から仕事を切り出せば、その仕事に高齢者の力を発揮してもらえるのではない

か、そうした考え方のメルクマールのようなものを出せると意味のある議論になる。 

 

（就労促進を検討する対象年齢） 

・ 定年退職後から 65歳になるまで間の高齢者の就労については、官民ともにある程 

度雇用継続が進んでいるので、65歳以上の高齢者の就労をどのように促進していくの 

かが重要な議論になる。 

 

（２）市の業務での仕事の切り出しについて 

 

【基本的な考え方について】 

 

（多様な仕事の切り出し） 

・ 高齢者の就労ニーズの視点から特定の仕事を切り出したり、仕事に線引きを設ける 

ことは難しい。重要なことは、できるだけ多様な仕事を数多く切り出し、高齢者がそ 

れらを選択できるような環境を整えておくことである。 

 

（新しい雇用の創造） 

・ 今後、庶務、経理、書類作成などの仕事は合理化が進み、AIなどがその作業を代替

する可能性が高い。（仕事の切り出しに当たっても）肉体労働や単純作業ではない、

新しい雇用を創造していかなければならない。 

 

（ICTの進展も見据えた切り出し） 

・ 仕事の切り出しについては、現在の仕事を振り返って、ということだけではない。 

ICT化がさらに進めば、現在の仕事で縮小していくものもあるし、新たに発生する仕 

事との組み換えも必要になっていく。 
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（行政の本来業務を踏まえた切り出し） 

・ 本来行政が何をするべきなのかということを根本から考えることで、多くの仕事が

増えて、多くの就労機会が創出される可能性があるし、一方で、現在の仕事でなくな

るものがあるかもしれない。 

 

【業務の見直しについて】 

 

（業務の細分化） 

・ 正規職員は課題を発見し、解決策を検討し、それを判断する、そうした仕事に時間 

を費やすべきである。そのためには、業務を細分化し、その一部の仕事について、経 

験やスキルのある高齢者に担ってもらう工夫が必要である。 

 

（業務の効率化） 

・ 行政の多種多様な業務の中で、特に非効率になりがちなものについて、社会経験を

有し、ある程度専門的な知識がある高齢者がその一部に関わってもらうことで、正規

職員が本来行政の行うべき仕事に集中できる、そういう仕事を切り出していく必要が

ある。 

 

（仕事の水準の明確化） 

・ 生活保護業務でいえば、法律的な判断の裏付け作業としてどこまで調査の仕事をし 

なければならないかなど、求められる仕事の水準を明確にしておく。そうした仕事の 

水準の明確化を行い、より多くの仕事を提示することが必要である。 

 

（若者とのワークシェア） 

・ 高齢者を雇用した場合に、若い人たちを受け入れる環境が閉ざされてしまうのでは 

ないかという心配もある（仕事の切り出しに当たっては、若手職員が担うべき仕事と 

の明確化を図り、ワークシェアしておくことが必要になるのではないか。）。 

 

【高齢者が従事する仕事について】 

 

（高齢者の特性を踏まえた仕事） 

・ 生活保護業務では、窓口で長時間相談に応じなければならないケースもある。そう 

した仕事では傾聴スキルが必要になる（そうしたスキルは高齢者の特性でもある。仕 

事の切り出しについては、高齢者の特性を踏まえておく必要がある。）。 

 

（高齢者の経験、知見を踏まえた仕事） 
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・ 会社を経営しているが、経験や知見から得たスキルを教えていただきたくて、高齢 

者にアドバイザー役として関与してもらっている（高齢者に担ってもらう仕事とし 

て、それまでの経験や知見を活かせそうなものを切り出していくべきである。）。 

 

（高齢者にリスペクトしていると感じられる仕事） 

・ アドバイザーとしての仕事は、トップマネジメントに関わった経験を持っているな 

ど、特定の高齢者に限られた仕事になる。そうではない一般的な仕事を考えていく必 

要もあるが、その検討に当たっては、軽作業など単なる労働力としての仕事だけでは 

なく、（現役世代が）高齢者にリスペクトしていると感じられるような仕事が必要で 

ある。 

 

【勤務条件について】 

 

（賃金体系） 

・ 高齢者が働き続ける意欲を持てる仕事であるのかという点からみると、その就 

労内容に見合う賃金体系を構築しておくことも求められる。 

 

（２）民間委託を通じた就労機会について 

 

（民間委託） 

・ 業務の民間委託化について、委託業務には高齢者に適したものもあればそうでない

ものもあるが、一般論でいえば、民間に委ねる業務が増えれば、高齢者の就労の機会

も増えていくことになる（委託業務を通じた就労機会の確保を検討することも考えら

れるのではないか。）。 

 

２．その他の意見（地域社会の中での高齢者の就労機会について） 

 

（行政としての課題） 

・ マネジメントサイドで活躍された方に比べると、一般社員の方々が圧倒的に多いの

で、そうした方々の再就職口をどうサポートしていくかが行政上の問題である。日本

がこれまでに培ってきたまじめな労働力を活かすこと自体が日本のあるべき姿であ

り、彼らをどう活かすのか、65歳以上になって社会貢献できる場をどう提供するの

か、それが大きな課題の一つである。 

 

（まちづくり関連事業） 

・ 現在、まちづくりに関連する事業をしているが、行政とのかかわりが深く、関係行

政機関との協議や調整などの仕事が必要になる。そうした仕事に退職後の県や市の職
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員が関わっていて、その仕事を担ってもらっている（官民連携などの事業に関する仕

事は、退職後の市職員の就労の場としてなじむのではないか）。 

 

（町内会や自治会活動） 

・ 地域では町内会、自治会の役員のなり手が見つからないという問題があるが、ボラ

ンティアでいつまでも続くものではない。そうした（地域社会の中で就労に結びつく

ような）仕事については、退職後の市の職員のセカンドキャリアの活躍の場として、

それまでの経験を活かせるのではないか。 

 

（高齢の女性の活躍の場） 

・ 例えば、高齢の女性を考えると、家事や育児の経験を活かして、保育士とは違った 

形で子育て世代をサポートするような仕事をすることで、地域で活躍できるのではな 

いか（そうした就労機会の創出に対する支援が必要ではないか。）。 

 

（高齢者の起業） 

・ （人生 100年時代を見据えると）これまでのキャリアに対する価値観を変えていか 

ざるを得ない。そうした中で、例えば、退職後に起業して地域社会で活躍するような 

ことを考える人も出てくる（そうした高齢者の起業、第 2の創業への支援も考える必 

要があるのではないか。）。 

 


